
 

新型コロナワクチンの接種は、新型コロナウ

イルスの感染リスクの低減および重症化の予

防効果があります。 

副反応が生じることがありますが、数日で治

まるものがほとんどで、障害が残るほどの副

反応は稀です。 

ワクチンの接種は任意ですが、市では希望

する全ての方が接種できるよう、医療機関で

の個別接種や土日の集団接種を進めていま

す。 

個別接種については、10 月後半から 11 月

20 日㊏まで予約枠が多数空いていますので、

接種をしていない方は、再度ご検討ください。 

茂原市の 

新型コロナワクチン接種状況 

（令和 3年 9月 15日現在） 

年代別 

接種状況 

1回目 2回目 

12歳～64歳 54.7% 32.0% 

65歳以上 86.4% 84.5% 

合  計 66.4% 51.3% 

 

名称 支援内容 問合せ 

各種証明書の無料交付 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業を対象とした融資および世帯を対象とした生活資金の貸付

等の申請、新型コロナウイルス感染症により入院した方を対象とした入院医療費等の公費負担申請に必要な場

合、①各種税証明書（所得課税証明書・納税証明書等）、②住民票の写し、③印鑑登録証明書（印鑑登録）を

無料交付。 

①市民税課 ☎（20）1577 

②③市民課 ☎（20）1502 

介護保険料の減免 
世帯の主たる生計維持者の死亡または著しい収入の減少等により納付が困難な第 1号被保険者について、申請

により介護保険料を減免。 
高齢者支援課 ☎（20）1572 

国民健康保険税の減免 

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合また

は事業収入等が一定基準以上減少した場合、申請により国民健康保険税を減免。 

※年金の臨時特例制度については、千葉年金事務所へお問い合わせください。 

国保年金課 ☎（20）1503 

千葉年金事務所 

☎043（242）6320 

傷病手当金の支給 

（国民健康保険） 

国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われる場合

に、その療養のため労務に服することができない被用者に対し傷病手当金を支給。 

国保年金課 ☎（20）1503 

傷病手当金の支給 

（後期高齢者医療制度） 

後期高齢者医療制度の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ

る場合に、その療養のため労務に服することができない被用者に対し傷病手当金を支給。 

後期高齢者医療保険料の減免 
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合また

は事業収入等が一定基準以上減少した場合、申請により後期高齢者医療保険料を減免。  

国民年金保険料減免等に係る臨時

特例手続き 

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和 2年 2月以降に収入が減少しかつ所得の見込が一定基準以下とな

る国民年金第 1号被保険者について、国民年金保険料免除等の申請を受付。 

市税の猶予等 
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業を廃止または休止した場合、利益の減少等により事業に著しい損

失を受けた場合など、地方税を一時に納付することができない場合は、徴収の猶予が受けられることがある。 
収税課 ☎（20）1578 

水道料金・下水道使用料・農業集落

排水使用料の支払猶予 

令和 2年 4月以降請求分について、支払いが困難な場合は、支払い期限の猶予に関する相談をし、猶予を受けら

れることがある。 
東計電算 ☎（27）3888 

子育て世帯生活支援特別給付金 

（ひとり親世帯分） 

18 歳未満（障害児については 20 歳未満）の児童を養育するひとり親世帯等へ、対象児童 1 人当たり 5 万円の給

付金を支給。 
子育て支援課 ☎（20）1573 

子育て世帯生活支援特別給付金 

(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)  

児童手当または特別児童扶養手当を受給する非課税または新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変

し、非課税者と同様の事情にあると認められる方へ、対象児童 1人当たり 5万円を支給。 

総合支援資金（特例貸付） 
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少や失業等により生活に困窮された方へ生活費等の資金を貸

付。 

個人向け緊急小口資金・ 

総合支援資金相談コールセンター 

☎0120（46）1999 

住居確保給付金 
3カ月から最大 9カ月間の家賃補助。  

※受給要件・上限額等あり 
長生ひなた ☎（36）3013 

市営住宅の一時提供 
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う解雇等により、住宅の退去を余儀なくされた方の支援として、市営住宅

の一時提供を行う。 
建築課 ☎（20）1588 

市奨学資金の返済猶予 支払いが困難な場合、返済の猶予に関する相談の上、申請により猶予を受けられることがある。 教育総務課 ☎（20）1557 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者等への支援はこちら→ 

 市民の皆さまの生命と安全を守るため、感染状況等に応じた対策を講じてきました。主な事業を紹介します。 

感染予防対策・ 

感染拡大防止対策 

の実施 

・本庁舎入口に体表面温度測定システムを設置 

・茂原駅および新茂原駅自転車駐車場への一時利用券交付機の設置 ・茂原駅南口公共駐車場内トイレの洋式化および自動水栓化 

・災害時の避難所用に使用する体表面温度測定システム、パーティション、マスク、フェイスシールド等の購入およびそれを備蓄する 

防災備蓄倉庫の増設 

市民生活・市民サービス

を維持するための対応 

・感染拡大による雇い止めまたは内定取消者を任期付き職員として採用 

・収入面で大きな影響を受けたひとり親家庭等への給付金 ・感染予防により多くの対策を行う妊産婦への支援金 

・市内の医療機関、高齢者施設、介護施設等へのマスク・消毒液等の配付 

・医療従事者、介護事業所・障害福祉施設等職員への慰労金給付 

・市民センター内にテレワーク環境整備 ・テレワーク環境を提供する事業者へ助成金の支給   

市内企業の支援 
・千葉県や茂原市の融資制度を利用する際の利子補給、千葉県信用保証協会に支払う信用保証料の助成 

・千葉県の使用制限等の要請に応じた施設や、休業または適切な感染防止対策の協力があった中小企業者等に協力金再建支援金を交付 

・公共交通事業者の感染症防止対策に対して支援金を交付 

教育施設等の整備 ・児童・生徒数の増加により使用されている空調機が設置されていない教室への空調機の設置 

 

 

新型コロナワクチンの接種をお願いします 
 

 

茂原市の新型コロナウイルスへの対応状況 

  
 

新型コロナウイルス感染症に係る生活支援情報 
 

 
 


